
令和４年７月２７日 

教 育 指 導 課 

 

世田谷区いじめ問題対策専門委員会について 

１ 主旨 

 令和３年９月の本委員会において報告したとおり、いじめは子どもの生命や心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるため、世田谷区の「いじめ防止基本方針」

に則り、いじめ防止等のための対策をより実効的に行うため、世田谷区いじめ問題対策専門委

員会（以下、委員会と呼ぶ）を設置し、第１回委員会を開催したので報告する。 

 

２ 開催時期等 

 年２回、委員会を実施する。また必要に応じて、臨時に委員会を行うこともある。 

 

３ 委員の構成  

専門分野 名前 所属 経歴等 

学識経験 藤平 敦 日本大学文理学部教授 元国立教育政策研究所・総括研究員 

法律 佐藤 香代 法律事務所たいとう 
東京弁護士会・子どもの人権と少年法

に関する特別委員会委員長 

心理 田代 信久 帝京平成大学准教授 
私立西武文理学園・第三者委員 

東京公認心理師協会推薦 

福祉 竹村 睦子 
一般社団法人「子ども・

若者応援団」代表理事 

元聖学院大学非常勤講師 

荒川区教育委員会・第三者委員 

学校経営 石鍋 浩 明海大学教授 
元稲城市指導室長 元御成門中学校長 

元全日本中学校長会生活指導部長 

 

４ 主な審議内容 

（１）学校のいじめの発生状況やいじめ未然防止・早期発見・早期解決の取組について。 

（２）学校と教育委員会が連携したいじめの未然防止、早期発見・早期解決のための対策の

推進について。 

（３）重大事態等の調査について。 

 

５ 第１回委員会の実施報告 

（１）日時 ７月２１日（木）午後６時から午後８時３０分 

（２）参加者 藤平委員、佐藤委員、田代委員、竹村委員、石鍋委員 

（３）審議の内容 

①委員会設置の趣旨及び役割について 

②委員長・副委員長の選出 → 委員長：藤平委員 副委員長：佐藤委員 

③区立小・中学校におけるいじめの現状と今後の対応について 

 

６ 今年度のスケジュール 

 令和４年 １２月 世田谷区いじめ問題対策委員会（第２回）の開催予定 


